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(57)【要約】
【課題】要介護者等にとって負担なく局部を良好に洗浄
できるポータブルトイレを提供する。
【解決手段】ポータブルトイレは、汚物を収容する容器
１２が形成された便器部１０と、便器部１０上に設けら
れ、容器１２の上方に位置する開口３２が形成された便
座３０と、開口３２の左斜め上および右斜め上に配置さ
れた左右の肘掛け５０、５１と、局部洗浄装置とを備え
ている。前記局部洗浄装置は、噴射口が形成された洗浄
ノズルと、洗浄ノズルを進退させる洗浄ノズル駆動機構
と、を有している。便座３０の開口３２は、円弧状の前
縁と、円弧状の後縁と、前記前縁の後端と前記後縁の前
端とをつなぐ直線状の中間縁または前記直線よりも前記
便座の左右の中央側に膨出した中間縁と、によって形成
されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　汚物を収容する容器が形成された便器部と、
　前記便器部上に設けられ、前記容器の上方に位置する開口が形成された便座と、
　前記便座の前記開口の左斜め上および右斜め上に配置された左右の肘掛けと、
　水を噴射する噴射口が形成された洗浄ノズルと、少なくとも前記噴射口が前記便座の前
記開口の下方に位置する噴射位置と前記噴射位置よりも後方の退避位置との間で前記洗浄
ノズルを進退させる洗浄ノズル駆動機構と、を有する局部洗浄装置と、を備え、
　前記便座の前記開口は、円弧状の前縁と、円弧状の後縁と、前記前縁の後端と前記後縁
の前端とをつなぐ直線状の中間縁または前記直線よりも前記便座の左右の中央側に膨出し
た中間縁と、によって形成されている、ポータブルトイレ。
【請求項２】
　前記洗浄ノズル駆動機構は、前記洗浄ノズルの前記噴射口の噴射位置が左右に変更可能
なように前記洗浄ノズルを駆動するように構成されている、請求項１に記載のポータブル
トイレ。
【請求項３】
　前記洗浄ノズル駆動機構は、前記洗浄ノズルの前記噴射口の噴射位置が左右にスライド
可能なように前記洗浄ノズルを駆動するように構成されている、請求項２に記載のポータ
ブルトイレ。
【請求項４】
　前記洗浄ノズルは、前記便座の上方から見て前方に延びるように配置され、
　前記洗浄ノズル駆動機構は、前記洗浄ノズルを前記洗浄ノズルの軸心まわりに回転させ
るように構成されている、請求項２に記載のポータブルトイレ。
【請求項５】
　前記洗浄ノズル駆動機構は、前記洗浄ノズルの前記噴射口の噴射位置が左右方向に２ｃ
ｍ以内の範囲で変更可能なように構成されている、請求項２～４のいずれか一つに記載の
ポータブルトイレ。
【請求項６】
　前記便座の前記開口の左右の最大間隔は１８ｃｍ～２１ｃｍである、請求項１～５のい
ずれか一つに記載のポータブルトイレ。
【請求項７】
　前記左右の肘掛けの左右の最大間隔は３８ｃｍ～５０ｃｍである、請求項１～６のいず
れか一つに記載のポータブルトイレ。
【請求項８】
　前記洗浄ノズル駆動機構は、前記洗浄ノズルの前記噴射口の噴射位置が前後に変更可能
なように前記洗浄ノズルを駆動するように構成されている、請求項１～７のいずれか一つ
に記載のポータブルトイレ。
【請求項９】
　前記便座の前記開口の前記中間縁の両側部分は、前記便座の左右の中央側に行くほど下
方に向かうように傾斜している、請求項１～８のいずれか一つに記載のポータブルトイレ
。
【請求項１０】
　前記便座の前記開口の後方に配置された背もたれを備えている、請求項１～９のいずれ
か一つに記載のポータブルトイレ。
【請求項１１】
　前記便座の前記開口の後側部分に、または、前記便座の後方に設けられた他の便座に、
使用者の臀部を支持する凹部が形成されている、請求項１～１０のいずれか一つに記載の
ポータブルトイレ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、ポータブルトイレに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、主に高齢者および身障者等のいわゆる要介護者によって使用され介護に好適
なポータブルトイレが知られている。ポータブルトイレに対しては、使用者の排泄中の負
担を軽減することや、使用者や介護者の排泄後の処理の負担を軽減するべく、様々な機能
が提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、排泄後に肛門等（以下、局部ともいう）を清潔にするために
、洗浄水を噴射するノズル（以下、洗浄ノズルという）を有する局部洗浄装置を設けるこ
とが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１５６１４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、洗浄ノズルは局部的に水を噴射するものであるので、使用者が適正な位
置に座っていない場合、洗浄ノズルから噴射された水を局部に適切に当てることができな
い虞がある。
【０００６】
　その場合、例えば、足腰が丈夫な人ならば、洗浄中にお尻をずらし、適正な位置に直ち
に座り直すことによって局部の位置を変更し、洗浄ノズルから噴射された水を局部に適切
に当てることができるかもしれない。しかし、高齢者および身障者等の要介護者は、洗浄
中に上記のような動作を行うことが困難である可能性がある。そのため、洗浄ノズルから
噴出された水を不適切な部位に当て続け、良好な局部の洗浄ができない虞がある。
【０００７】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、要介護者等にとって負担
なく局部を良好に洗浄できるポータブルトイレを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係るポータブルトイレは、汚物を収容する容器が形成された便器部と、前記便
器部上に設けられ、前記容器の上方に位置する開口が形成された便座と、前記便座の前記
開口の左斜め上および右斜め上に配置された左右の肘掛けと、局部洗浄装置とを備えてい
る。前記局部洗浄装置は、水を噴射する噴射口が形成された洗浄ノズルと、少なくとも前
記噴射口が前記便座の前記開口の下方に位置する噴射位置と前記噴射位置よりも後方の退
避位置との間で前記洗浄ノズルを進退させる洗浄ノズル駆動機構とを有する。そして、前
記便座の前記開口は、円弧状の前縁と、円弧状の後縁と、前記前縁の後端と前記後縁の前
端とをつなぐ直線状の中間縁または前記直線よりも前記便座の左右の中央側に膨出した中
間縁と、によって形成されている。
【０００９】
　上記構成のポータブルトイレによると、便座の開口の中間縁は、前縁の後端と後縁の前
端とをつなぐ直線状に形成され、あるいはその直線よりも中央側に膨出しているので、使
用者が不適切な位置に座ると、座骨結節に対する負荷が大きくなる。よって、不適切な位
置に座ると、適切な位置に座る場合に比べて不快となる。そのため、適切な位置に座り直
すことが促され、使用者は用便前に適切な位置に座り直すことになる。その結果、用便後
に局部洗浄装置を用いる際、洗浄に適した位置に局部が位置することになる。したがって
、洗浄中に座り直す必要がなく、使用者が要介護者等であっても、負担なく局部を良好に
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洗浄できるようになる。
【００１０】
　また、ここで開示されるポータブルトイレの一態様では、前記洗浄ノズル駆動機構は、
前記洗浄ノズルの前記噴射口の噴射位置が左右に変更可能なように前記洗浄ノズルを駆動
するように構成されている。
【００１１】
　このことによって、使用者が適切な位置から左右に若干ずれた位置に座ったとしても、
噴射口の噴射位置を変更することにより、洗浄ノズルから噴射された水を局部に確実に当
てることができ、局部を良好に洗浄することができる。また、個人差により、使用者は適
切な位置から左右に若干ずれた位置に座った方が楽な場合もあり得る。そのような場合、
噴射位置をその使用者に応じた位置に変更することにより、局部の良好な洗浄が可能とな
る。
【００１２】
　また、ここで開示されるポータブルトイレの他の一態様では、前記洗浄ノズル駆動機構
は、前記洗浄ノズルの前記噴射口の噴射位置が左右にスライド可能なように前記洗浄ノズ
ルを駆動するように構成されている。
【００１３】
　このことによって、噴射位置を左右に変更しても、左右にスライドするように洗浄ノズ
ルが駆動するのみのため、噴射位置の前後の位置は変更されない。そのため、局部に対す
る噴射位置の調整が容易となる。
【００１４】
　また、ここで開示されるポータブルトイレの他の一態様では、前記洗浄ノズルは、前記
便座の上方から見て前方に延びるように配置され、前記洗浄ノズル駆動機構は、前記洗浄
ノズルを前記洗浄ノズルの軸心まわりに回転させるように構成されている。
【００１５】
　このことによって、噴射位置を左右に変更しても、洗浄ノズルが洗浄ノズルの軸心まわ
りに回転するのみのため、噴射位置の前後の位置は変更されない。そのため、局部に対す
る噴射位置の調整が容易となる。
【００１６】
　また、ここで開示されるポータブルトイレの他の一態様では、前記洗浄ノズル駆動機構
は、前記洗浄ノズルの前記噴射口の噴射位置が左右方向に２ｃｍ以内の範囲で変更可能な
ように構成されている。
【００１７】
　前述した便座の開口の形状によって、使用者は適切な位置に座るように誘導される。そ
のため、噴射位置の変更可能範囲を大きくしなくても足りる。その結果、洗浄ノズル駆動
機構の大型化やコストアップを抑えることができる。また、噴射位置の変更可能範囲を上
記範囲内にすることで、洗浄ノズルから噴射された水がお尻の左右外側の部分に当たり、
噴射された水がお尻の外側部分から跳ね返って飛び散ることを低減することができる。
【００１８】
　また、ここで開示されるポータブルトイレの他の一態様では、前記便座の前記開口の左
右の最大間隔は１８ｃｍ～２１ｃｍである。
【００１９】
　このことによって、座骨結節が適切に開くため排泄が容易となり、かつ、お尻が開口内
に大きく落ち込むことが防止される。また、お尻が便座の左側または右側に偏りにくくな
り、便座の開口の形状によって局部を適切な位置に誘導しやすくなる。
【００２０】
　また、ここで開示されるポータブルトイレの他の一態様では、前記左右の肘掛けの左右
の最大間隔は３８ｃｍ～５０ｃｍである。
【００２１】
　左右の肘掛けの左右の最大間隔を上記範囲内にすることによって、肘掛けに肘を置くこ



(5) JP 2014-107 A 2014.1.9

10

20

30

40

50

とにより、体が中央に位置するように使用者は誘導される。その結果、使用者は適切な位
置に座ることを誘導され、洗浄に適した位置に局部が位置しやすくなる。
【００２２】
　また、ここで開示されるポータブルトイレの他の一態様では、前記洗浄ノズル駆動機構
は、前記洗浄ノズルの前記噴射口の噴射位置が前後に変更可能なように前記洗浄ノズルを
駆動するように構成されている。
【００２３】
　このことによって、使用者が適切な位置から前後に若干ずれた位置に座ったとしても、
噴射口の噴射位置を変更することにより、洗浄ノズルから噴射された水を局部に確実に当
てることができ、局部を良好に洗浄することができる。また、個人差により、使用者は適
切な位置から前後に若干ずれた位置に座った方が楽な場合もあり得る。そのような場合、
噴射位置をその使用者に応じた位置に変更することにより、局部の良好な洗浄が可能とな
る。
【００２４】
　また、ここで開示されるポータブルトイレの他の一態様では、前記便座の前記開口の前
記中間縁の両側部分は、前記便座の左右の中央側に行くほど下方に向かうように傾斜して
いる。
【００２５】
　このことによって、使用者の座る位置を適切な位置（中央の位置）により誘導しやすく
なる。
【００２６】
　また、ここで開示されるポータブルトイレの他の一態様では、前記便座の前記開口の後
方に配置された背もたれを備えている。
【００２７】
　このことによって、使用者が背もたれにもたれることにより、使用者の前後位置が適切
な位置に保たれる。その結果、使用者の座る位置を適切な位置により誘導しやすくなる。
【００２８】
　また、ここで開示されるポータブルトイレの他の一態様では、前記便座の前記開口の後
側部分に、または、前記便座の後方に設けられた他の便座に、使用者の臀部を支持する凹
部が形成されている。
【００２９】
　このことによって、臀部が凹部上に位置するように座ることにより、使用者の位置が適
切な位置に保たれる。その結果、使用者の座る位置を適切な位置により誘導しやすくなる
。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、要介護者等にとって負担なく局部を良好に洗浄できるポータブルトイ
レを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】第１実施形態に係るポータブルトイレの前方斜視図である。
【図２】第１実施形態に係るポータブルトイレの左側面図である。
【図３】第１実施形態に係る便座等の平面図である。
【図４】第１実施形態に係る便座の左側面図である。
【図５】図３における便座のＶ－Ｖ線断面図であり、便座と座骨結節との関係を表した図
である。
【図６】図２のＶＩ部分の拡大図であり、噴射位置にある洗浄ノズルの位置を表す図であ
る。
【図７】噴射位置にある洗浄ノズルの平面図である。
【図８】第１実施形態に係る遠隔操作部を表す図である。
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【図９】第１実施形態に係る制御部の構成を示すブロック図である。
【図１０】第１実施形態に係る洗浄ノズルの噴射口の噴射位置を模式的に示した図である
。
【図１１】第２実施形態に係るポータブルトイレの便座と洗浄ノズルとの関係を模式的に
示した図である。
【図１２】他の実施形態に係る便座の平面図である。
【図１３】洗浄ノズル駆動機構の連続洗浄機能の一例を模式的に示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明の好適な実施形態について説明する。なお、本明細書において特に言及し
ている事項以外の事柄であって本発明の実施に必要な事柄は、該分野における従来技術に
基づく当業者の設計事項として把握され得る。本発明は、本明細書に開示されている内容
と該分野における技術常識とに基づいて実施することができる。
【００３３】
　＜第１実施形態＞
　以下、図面を参照しながら、本発明に係るポータブルトイレの第１実施形態について説
明する。図１は、本実施形態に係るポータブルトイレ１Ａの前方斜視図である。図２は、
本実施形態に係るポータブルトイレ１Ａの左側面図である。
【００３４】
　本実施形態に係るポータブルトイレ１Ａは、主に高齢者および身障者等のいわゆる要介
護者に使用されるものであり、介護用に好適に使用されるトイレである。また、ポータブ
ルトイレ１Ａは、床に固定されるトイレではなく、移動可能式のトイレである。
【００３５】
　図１に示すように、本実施形態に係るポータブルトイレ１Ａは、主として本体部５およ
び便器部１０から構成されている。本体部５は、開口３２が形成された便座３０、後述す
る制御部１００（図９参照）等を収容する本体収容部７（図２参照）、背もたれ７０、お
よび肘掛け５０、５１等の外部構成と、制御部１００等の内部構成とを含む。便器部１０
は、本体収容部７の前方に位置し、主として汚物を収容する容器１２および容器１２を収
容する容器受部６から構成されている。なお、本明細書では、前、後、左、右とは、便座
３０に座った使用者から見た前、後、左、右をそれぞれ意味するものとする。図面に付し
た符号Ｆ、Ｒｅ、Ｌ、Ｒは、それぞれ前、後、左、右を表す。
【００３６】
　本体収容部７の内部には、制御部１００、排泄物の臭いを逃がすための脱臭ユニット１
２０（図９参照）、脱臭ダクトおよび脱臭吸気口、使用者のお尻を乾燥させるための乾燥
ユニット１２２（図９参照）、乾燥ダクトおよび乾燥吸気口、後述する洗浄ノズル２０（
図６参照）の噴射口２２（図６参照）から噴射される水の温度を調整するための温水器ユ
ニット１２６（図９参照）等が備えられている。また、本体収容部７の右側面には、コン
セント１３０（図３参照）に接続された電源コード１３０Ａ（図３参照）が接続されてい
る。コンセント１３０を電源につなぐことにより、ポータブルトイレ１Ａに電力が供給さ
れる。
【００３７】
　図１に示すように、容器受部６の左側および右側には、フレーム７７がそれぞれ取り付
けられている。詳しくは、フレーム７７は、容器受部６の左側面および右側面にそれぞれ
固定されている。そして、左右のフレーム７７の上部に背もたれ７０が取り付けられてい
る。すなわち、容器受部６の上方に、背もたれ７０が配置されている。背もたれ７０は、
便座３０の開口３２の後方に配置されている。
【００３８】
　フレーム７７の下面には、本体部５および便器部１０を支える脚部７１が連結されてい
る。脚部７１は、左右のフレーム７７の下面にそれぞれ取り付けられている。ただし、脚
部７１の取り付け位置、形状または個数等は特に限定されず、例えば脚部７１は４個であ
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ってもよいし、脚部７１は容器受部６の下面に取り付けられていてもよい。左右の脚部７
１の後部には、それぞれキャスター７２が取り付けられている。キャスター７２は、ポー
タブルトイレ１Ａを移動する際に使用される。ポータブルトイレ１Ａの前部を持ち上げる
等によってポータブルトイレ１Ａを前上がり状に傾倒させ、キャスター７２を床面に接触
させることにより、キャスター７２を床面上で転がすことができる。ポータブルトイレ１
Ａを床面上で滑らせることによって、ポータブルトイレ１Ａが容易に移動可能となる。キ
ャスター７２の取り付け位置または個数等も本発明を特に限定するものではなく、例えば
、左右の脚部７１の前部および後部にそれぞれキャスター７２を取り付けてもよい。また
、キャスター７２は必ずしも必要ではなく、省略することも可能である。
【００３９】
　肘掛け５０および５１は、便座３０の開口３２の右斜め上および左斜め上に配置されて
いる。詳しくは、肘掛け５０は、便座３０の右端部よりも右側、すなわち、便座３０の右
端部の右斜め上に配置されている。肘掛け５１は、便座３０の左端部よりも左側、すなわ
ち、便座３０の左端部よりも左斜め上に配置されている。肘掛け５０および５１の形状は
特に限定されないが、本実施形態では略平板形状である。左右の肘掛け５０および５１の
後部は、それぞれはねあげ機構５３を介してフレーム７７に取り付けられている。左右の
肘掛け５０および５１の下面の前部には、それぞれレバー５２が取り付けられている。レ
バー５２は、肘掛け５０および５１のロックを解除し、はねあげを許容するものである。
レバー５２を押すことによって、肘掛け５０および５１ははねあげ機構５３によって回転
可能となり、肘掛け５０および５１の前面が上方またはほぼ上方を向く位置まで回転可能
となる。言い換えると、肘掛け５０および５１は、レバー５２を押すことによって、ポー
タブルトイレ１Ａの左側面からみて時計回りに約９０度まで回転可能となる。また、はね
あげ機構５３は、フレーム７７に対して上下方向に移動可能である。言い換えると、肘掛
け５０および５１は、フレーム７７に対して上下方向に移動可能である。肘掛け５０およ
び５１の内寸の最大間隔Ｌ５、すなわち、肘掛け５０の左側面から肘掛け５１の右側面ま
での最大間隔Ｌ５は、例えば３８ｃｍ～５０ｃｍである。本実施形態では、肘掛け５０お
よび５１の内側の側面は鉛直面であり、肘掛け５０の左側面と肘掛け５１の右側面との間
隔は、前後の位置によって変わることはない。ただし、肘掛け５０および５１の形状によ
っては、前後の位置によって上記間隔が異なる場合があり得る。「最大間隔Ｌ５」は、前
後の位置によって上記間隔が異なる場合、それらのうちの最大の間隔を意味する。
【００４０】
　また、容器受部６の上側には、座部７４が取り付けられている。座部７４は、使用者が
腰掛けて座るための部材である。座部７４は、便座３０および容器１２の上方に位置する
とき、使用者は座部７４の上に腰掛けて座ることができる。また、図２に示すように、座
部７４は、前方部７５および後方部７６から構成されており、前方部７５および後方部７
６は、図示しないヒンジ部材で山折りになるように連結されている。座部７４を使用しな
いとき、図２に示すように座部７４を折り畳むことができる。
【００４１】
　図２に示すように、容器１２は、汚物を収容する容器である。容器１２は、容器受部６
内に収容されている。容器１２の形状は、上方が開口しており、汚物を収容できれば特に
限定されない。本実施形態に係る容器１２は、略円筒状の有底の容器、すなわち、るつぼ
状の容器である。ポータブルトイレ１Ａを使用しないとき、容器１２の上側には、容器１
２内の臭いを外部に逃さないための図示しない蓋が配置されている。
【００４２】
　次に、本実施形態に係る便座３０について詳細に説明する。図３は、便座３０の平面図
である。図４は、便座３０の左側面図である。図５は、図３における便座３０のＶ－Ｖ線
断面図であり、便座３０と座骨結節１５０との関係を表した図である。
【００４３】
　便座３０は、便器部１０上に設けられている。言い換えると、便座３０は、容器１２の
上方に位置する。図３に示すように、便座３０の後方には他の便座４０が配置されている
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。便座３０は、回転軸１１を介して他の便座４０に回転自在に取り付けられている。回転
軸１１は左右に延びている。便座３０は、回転軸１１を中心として回転可能であり、回転
することによって跳ね上げられる。便座３０には、使用者が便座３０に座っているかどう
かを判別するための着座センサ１１０（図９参照）を内蔵させてもよい。また、便座３０
は、使用者のお尻を暖めるための保温ユニット１２４（図９参照）を備えていてもよい。
他の便座４０は、本体収容部７の上部に固定されている。他の便座４０の前部の中央には
、凹部４１が形成されている。凹部４１は、使用者の臀部を支持するための部位である。
凹部４１は後方に凹んでおり、また、円弧状に凹んでいる。
【００４４】
　便座３０の左右の縁は直線状である。便座３０の前縁は、前方に膨らむ曲線状である。
開口３２は、便座３０の左右の中央かつ前後の中央に形成されている。
【００４５】
　開口３２は、前縁３３と後縁３４と中間縁３５とから形成されている。前縁３３および
後縁３４の形状は、円弧状である。前縁３３は、前方に向かって凹む曲線状に形成されて
いる。前縁３３の左右方向の間隔は、後方に行くほど大きくなっている。後縁３４は、後
方に向かって凹む曲線状に形成されている。後縁３４の左右方向の間隔は、前方に行くほ
ど大きくなっている。後縁３４の左右方向の最大間隔は、前縁３３の左右方向の最大間隔
より大きい。前縁３３の曲率半径Ｒ１は、例えば３ｃｍ～５ｃｍである。後縁３４の曲率
半径Ｒ２は、例えば９ｃｍ～１０ｃｍである。そして、前縁３３の後端３３ｂと後縁３４
の前端３４ｆとは、中間縁３５によってつながっている。本実施形態では、中間縁３５は
直線状である。中間縁３５は、前方に行くほど中央側に向かうように傾斜している。後縁
３４の左右の最大間隔Ｌ１が開口３２の左右の最大間隔となっている。開口３２の左右の
最大間隔Ｌ１は、例えば１８ｃｍ～２１ｃｍである。最大間隔Ｌ１の上記範囲は、図５に
示すように、座骨結節１５０（なお、座骨結節の幅Ｗは、通常、７ｃｍ～１４ｃｍである
。）が開口３２内に収まることができるように設定されている。また、最大間隔Ｌ１の上
記範囲は、座骨結節１５０が適切に開き、かつ、お尻１６０が大きく落ち込まないように
設定されている。開口３２の前後方向の長さＬ２、すなわち、後縁３４の後端から前縁３
３の前端までの長さＬ２は、例えば２８ｃｍ～３２ｃｍである。後縁３４の前端３４ｆか
ら前縁３３の前端までの長さ（言い換えると、中間縁３５および前縁３３の合計の前後方
向長さ）Ｌ３は、例えば１９ｃｍ～２１ｃｍである。なお、使用者がお尻を容易に拭くこ
とができるように、便座３０の開口３２の後方中央部分、すなわち、後縁３４の後方中央
部分の一部に、凹部３６を設けてもよい。
【００４６】
　図５に示すように、便座３０の上面３０ａは、便座３０の左右の中央側に行くほど下方
に向かうように傾斜している。便座３０の中間縁３５の外側部分は、便座３０の左右の中
央側に行くほど下方に向かうように傾斜している。便座３０の下面３０ｂの形状は、特に
限定するものではないが、水平な平面である。
【００４７】
　図６は、図２のＶＩ部分の拡大図であり、洗浄ノズル２０が噴射位置にある状態を表す
図である。図７は、噴射位置にある洗浄ノズル２０を上方から見た図である。
【００４８】
　図６に示すように、局部洗浄装置１８は、噴射口２２が形成された洗浄ノズル２０と、
洗浄ノズル駆動機構１９（図９参照）とを有している。洗浄ノズル駆動機構１９には、周
知の各種機構を用いることができる。洗浄ノズル駆動機構１９の構成は周知であるので、
その説明は省略する。局部洗浄装置１８の使用時、洗浄ノズル２０は、開口３２の下方に
位置する。言い換えると、洗浄ノズル２０は、局部洗浄装置１８の使用時、容器１２内に
位置する。洗浄ノズル２０は、開口３２の後縁３４の左右方向の中心に位置する。洗浄ノ
ズル２０の後端部は本体収容部７の前部に取り付けられている。洗浄ノズル２０は、本体
収容部７に対して、前方斜め下に延びるようにして取り付けられている。噴射口２２は、
洗浄ノズル２０の前端部の上部に形成されている。噴射口２２は、局部へ水を噴射するも



(9) JP 2014-107 A 2014.1.9

10

20

30

40

50

のである。本実施形態では、噴射口２２は１つ設けられているが、噴射口２２は複数あっ
てもよい。また、洗浄ノズル駆動機構１９によって、洗浄ノズル２０は前後方向または左
右方向に移動可能となる。
【００４９】
　洗浄ノズル駆動機構１９は、噴射口２２の噴射位置が前後に変更可能なように洗浄ノズ
ル２０を駆動するように構成されている。具体的には、洗浄ノズル駆動機構１９は、洗浄
ノズル２０をＡ方向に移動させる。洗浄ノズル駆動機構１９は、少なくとも噴射位置Ａ１
と退避位置Ａ２との間で洗浄ノズル２０を進退させる。噴射位置Ａ１は、便座３０の開口
３２の下方に位置する。退避位置Ａ２は、噴射位置Ａ１よりも後方に位置する。洗浄ノズ
ル２０の待機時、すなわち、洗浄ノズル２０を使用していないときには、洗浄ノズル２０
は退避位置Ａ２に位置する。洗浄ノズル２０の使用時は、洗浄ノズル２０は噴射位置Ａ１
に位置する。このとき、噴射口２２から水が噴射される。洗浄ノズル２０の噴射口２２の
噴射位置は、前後方向に対してそれぞれ距離Ｂ１の間隔で調整可能である。言い換えると
、噴射口２２の噴射位置は、前後方向に距離Ｂ２の範囲内で変更可能である。また、噴射
口２２の噴射位置は、基準点（洗浄ノズル２０が噴射位置Ａ１に位置するときの噴射口２
２の位置）に対して前後方向にそれぞれ２回の移動をすることが可能である。すなわち、
噴射口２２の噴射位置は、前後方向に対して５段階の変更が可能である。例えば、距離Ｂ
１は１０ｍｍ～２０ｍｍ（例えば１５ｍｍ）であり、距離Ｂ２は４０ｍｍ～８０ｍｍ（例
えば６０ｍｍ）である。
【００５０】
　また、図７に示すように、洗浄ノズル２０の噴射口２２の噴射位置は、左右の方向に調
整可能である。洗浄ノズル駆動機構１９は、噴射口２２の噴射位置が左右に変更可能なよ
うに洗浄ノズル２０を駆動するように構成されている。洗浄ノズル駆動機構１９は、洗浄
ノズル２０の噴射口２２の噴射位置を左右にスライド可能なように洗浄ノズル２０を駆動
するように構成されている。具体的には、洗浄ノズル２０の噴射口２２の噴射位置は、左
右方向にそれぞれ距離Ｃ１の範囲内で変更可能である。言い換えると、噴射口２２の噴射
位置は、左右方向に距離Ｃ２の範囲内で変更可能である。例えば距離Ｃ１は１ｃｍであり
、距離Ｃ２は２ｃｍである。
【００５１】
　図３に示すように、本体収容部７の上面には、操作部８０が設けられている。操作部８
０には、特に限定しないが、例えば、電源ボタン、使用電力を抑える節電ボタン、および
電源が自動的に切れるまでの時間を設定するタイマーボタン等が配置されている。また、
操作部８０には、洗浄ノズル２０を操作するための噴射開始ボタン、噴射停止ボタン、噴
射の強弱調整ボタン、噴射位置調整ボタン、噴出される水の温度を調整する水温調整ボタ
ン、および便座３０の温度調整ボタン等が配置されていてもよい。操作部８０は、制御部
１００と電気的に接続されており、上述した各種ボタンを押すことで、洗浄ノズル２０等
を操作することができる。
【００５２】
　図８は、ポータブルトイレ１Ａの遠隔操作部８１を表す図である。図８に示すように、
ポータブルトイレ１Ａは、操作部８０とは別に、使用者が操作しやすいように、本体収容
部７から分離された遠隔操作部８１を備えていてもよい。遠隔操作部８１はいわゆるリモ
ートコントローラであり、特に限定しないが、例えば赤外線センサなどの無線通信手段を
通じて制御部１００と電気的に接続している。また、遠隔操作部８１は、有線を通じて制
御部１００と電気的に接続されていてもよい。遠隔操作部８１の具体的構成は特に限定さ
れないが、例えば、遠隔操作部８１は、使用者が介護者等を呼ぶための呼出ボタン８５、
洗浄ノズル駆動機構１９を制御するための噴射停止ボタン８６、噴射開始ボタン８７、噴
射位置調整部８８、噴射移動ボタン８９、局部を乾燥させるための乾燥ボタン９０、噴射
口２２から噴射される水の勢いを調整する水勢調整部９１、便座温度調整部９２、および
水温調整部９３等を備えている。上記各種ボタンを押すことにより、洗浄ノズル２０等を
操作することができる。
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【００５３】
　次に、本実施形態に係るポータブルトイレ１Ａの制御部１００について説明する。図９
は、制御部１００のブロック図である。制御部１００は、主としてデジタルコンピュータ
から構成されており、ポータブルトイレ１Ａの制御装置として機能する。制御部１００は
、例えば、読み込み専用の記憶装置であるＲＯＭ、読み書き可能な記憶装置であるＲＡＭ
、および任意の演算や判別を行うＣＰＵ等を有している。
【００５４】
　図９に示すように、制御部１００は、入力ポート１０１および出力ポート１０２を有し
ている。制御部１００は、操作部８０、遠隔操作部８１、着座センサ１１０、洗浄ノズル
駆動機構１９、脱臭ユニット１２０、乾燥ユニット１２２、保温ユニット１２４、および
温水器ユニット１２６等と電気的に接続されている。そして、制御部１００は、入力ポー
ト１０１を介して、操作部８０、遠隔操作部８１または着座センサ１１０等から送られた
入力信号を受信する。一方、制御部１００は、出力ポート１０２を介して、洗浄ノズル駆
動機構１９、脱臭ユニット１２０、乾燥ユニット１２２、保温ユニット１２４、または温
水器ユニット１２６等へ出力信号を送信する。
【００５５】
　次に、本実施形態に係るポータブルトイレ１Ａの動作について説明する。
　図１０は、ポータブルトイレ１Ａにおける洗浄ノズル２０の噴射口２２の噴射位置を模
式的に示す図である。
【００５６】
　使用者は、局部の洗浄を行う際に、遠隔操作部８１の噴射開始ボタン８７を押す。この
とき、遠隔操作部８１からの噴射開始信号が入力ポート１０１を介して制御部１００に送
信される。そして、上記信号を受信した制御部１００は、上記噴射開始信号に基づいて、
洗浄ノズル駆動機構１９に対して噴射開始制御信号を送信する。上記信号を受信した洗浄
ノズル駆動機構１９は、洗浄ノズル２０を噴射位置Ａ１（図６参照）まで駆動させた後（
洗浄ノズル２０を前進させた後）、噴射口２２から水を噴射させる。これにより、局部の
洗浄が行われる。
【００５７】
　使用者は、局部の洗浄を停止する際に、遠隔操作部８１の噴射停止ボタン８６を押す。
このとき、遠隔操作部８１からの噴射停止信号が入力ポート１０１を介して制御部１００
に送信される。そして、上記信号を受信した制御部１００は、上記噴射停止信号に基づい
て、洗浄ノズル駆動機構１９に対して噴射停止制御信号を送信する。上記信号を受信した
洗浄ノズル駆動機構１９は、噴射口２２からの水の噴射を停止した後、洗浄ノズル２０を
退避位置Ａ２（図６参照）まで駆動させる（洗浄ノズル２０を後退させる）。
【００５８】
　初期設定の状態では、噴射時の噴射口２２の位置（噴射口２２が複数ある場合には、そ
れらの平均位置）は、左右方向および前後方向の中央に設定されている。ただし、洗浄ノ
ズル２０は左右方向に移動可能であるので、噴射時の噴射口２２の左右の位置は設定変更
が可能である。また、洗浄ノズル２０は前後方向にも移動可能である。そのため、噴射時
の噴射口２２の前後の位置も設定変更が可能である。使用者は、遠隔操作部８１等を用い
て、噴射時の噴射口２２の位置（以下、噴射位置という）を適宜に設定変更することがで
きる。制御部１００は、設定変更された噴射位置を記憶することができる。そのため使用
者は、いったん設定変更を行えば、その後、局部洗浄装置１８を使用する度に噴射位置の
変更を行う必要がない。
【００５９】
　また、本実施形態に係るポータブルトイレ１Ａは、洗浄ノズル駆動機構１９を介して、
水の噴射中に噴射位置を変更することも可能である。例えば、使用者は、局部を洗浄中に
噴射位置を右側に変更したいときには、遠隔操作部８１の噴射位置調整部８８における右
移動ボタン８８Ｒ（図８参照）を押す。このとき、噴射位置変更信号が制御部１００に対
して送信される。そして、制御部１００は、噴射位置変更信号に基づいて、洗浄ノズル駆
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動機構１９を制御する。洗浄ノズル駆動機構１９は、図１０に示すように、洗浄ノズル２
０を右方向へ予め定められた距離Ｃ１’分移動させる。この結果、噴射位置が右側に変更
される。このとき、噴射位置などを遠隔操作部８１および操作部８０等に表示させてもよ
い。同様に、使用者は、噴射位置を左側に変更したいときには、左移動ボタン８８Ｌを押
す。その結果、洗浄ノズル２０が左方向に距離Ｃ１’分移動し、噴射位置は左側に変更さ
れる。また、使用者は、お尻の局部を洗浄中に噴射位置を前側または後側に移動させたい
ときも同様に、遠隔操作部８１の噴射位置調整部８８の前移動ボタン８８Ｆまたは後移動
ボタン８８Ｒｅを押す。このとき、噴射位置変更信号が制御部１００に対して送信される
。そして、制御部１００は、噴射位置変更信号に基づいて、洗浄ノズル駆動機構１９を制
御する。洗浄ノズル駆動機構１９は、図１０に示すように、洗浄ノズル２０を前方向また
は後方向へ予め定められた距離Ｂ１’分移動させる。この結果、噴射位置が前側または後
側に変更される。
【００６０】
　図１０に示すように、本実施形態では、洗浄ノズル２０の噴射位置は、左右方向に対し
てそれぞれ距離Ｃ１’の間隔で移動可能であり、前後方向に対してそれぞれ距離Ｂ１’の
間隔で移動可能である。また、噴射位置は、基準点Ｐに対して左右方向にそれぞれ１回、
前後方向にそれぞれ２回の移動をすることが可能である。また、距離Ｃ１’は、例えば距
離Ｃ１（図７参照）に設定し、距離Ｂ１’は、例えば距離Ｂ１（図６参照）に設定するこ
とができる。ただし、洗浄ノズル２０の噴射位置の左右方向および前後方向への移動回数
は特に限定されない。また、本実施形態では、噴射位置は段階的に変更可能であるが、噴
射位置は連続的に変更可能であってもよい。洗浄ノズル２０の移動可能範囲内において、
噴射位置は任意に設定可能であってもよい。
【００６１】
　以上のように、本実施形態に係るポータブルトイレ１Ａによれば、図３に示すように、
便座３０の開口３２は、円弧状の前縁３３と、円弧状の後縁３４と、前縁３３の後端３３
ｂと後縁３４の前端３４ｆとをつなぐ直線状の中間縁３５と、によって形成されている。
このことにより、使用者が便座３０の不適切な位置に座ると、座骨結節１５０（図５参照
）に対する負荷が大きくなり、適切な位置に座る場合に比べて不快となる。そのため、適
切な位置に座り直すことが促され、用便前に適切な位置に座り直すことになる。このとき
、図５に示すように、便座３０の開口３２内に座骨結節１５０が収まるようにして座るこ
とになる。その結果、用便後に局部洗浄装置１８を用いる際、洗浄に適した位置に局部が
位置することになる。したがって、洗浄中に座り直す必要がなく、要介護者等にとって負
担なく局部を良好に洗浄できるようになる。
【００６２】
　また、図３に示すように、本実施形態によれば、便座３０の開口３２の左右の最大間隔
Ｌ１は１８ｃｍ～２１ｃｍである。使用者が便座３０に座ったとき、使用者の座骨結節１
５０と便座３０との位置関係は概ね図５のようになる。通常、座骨結節１５０の幅Ｗは、
７ｃｍ～１４ｃｍである。開口３２の左右の最大間隔Ｌ１を上記範囲内とすることで、座
骨結節１５０が開口３２内に収まることができ、座骨結節１５０が適切に開くため排泄が
容易となり、かつ、お尻が大きく落ち込むことが防止される。また、お尻が便座３０の左
側または右側に偏りにくくなる。便座３０の開口３２の上記形状によって、局部を適切な
位置に誘導しやすくなる。
【００６３】
　また、図５に示すように、本実施形態によれば、便座３０の開口３２の中間縁３５の両
側部分は、便座３０の左右の中央側に行くほど下方に向かうように傾斜している。この傾
斜によって、使用者の座る位置を適切な位置（中央の位置）により誘導しやすくなる。
【００６４】
　図７に示すように、本実施形態によれば、洗浄ノズル２０の噴射口２２の噴射位置が左
右に変更可能である。そのため、使用者が適切な位置から左右に若干ずれた位置に座った
としても、噴射口２２の噴射位置を左右方向に変更することにより、噴射された水を局部
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に確実に当てることができ、局部を良好に洗浄することができる。また、個人差により、
使用者は適切な位置から左右に若干ずれた位置に座った方が楽な場合もあり得る。そのよ
うな場合、噴射位置をその使用者に応じた位置に変更することにより、局部の良好な洗浄
が可能となる。
【００６５】
　本実施形態によれば、洗浄ノズル駆動機構１９は、洗浄ノズル２０を左右にスライドさ
せるように構成されている。洗浄ノズル２０の噴射口２２は、左右にスライド可能である
。そのため、噴射口２２の噴射位置を左右に変更しても、噴射口２２の前後の位置は変更
されない。したがって、噴射位置の設定が容易となる。ただし、洗浄ノズル２０の駆動方
法は特に限定されない。例えば、洗浄ノズル２０は、洗浄ノズル２０の後端部を中心とし
て左右に揺動可能に構成されていてもよい。ただし、その場合は、噴射口２２の左右の位
置を変更すると、噴射口２２の前後の位置も変化することとなる。
【００６６】
　本実施形態では、洗浄ノズル駆動機構１９は、洗浄ノズル２０の噴射口２２の噴射位置
が左右方向に２ｃｍ以内の範囲で変更可能なように構成されている。上述した便座３０の
開口３２の形状によって、使用者は適切な位置に座るように誘導される。そのため、噴射
位置の変更可能範囲を大きくしなくても足りる。その結果、洗浄ノズル駆動機構１９の大
型化やコストアップを抑えることができる。また、噴射位置の変更可能範囲を上記範囲内
にすることで、洗浄ノズル２０から噴射された水がお尻の左右外側の部分に当たり、噴射
された水がお尻の外側に跳ね返って飛び散ることを低減することができる。
【００６７】
　また、図６に示すように、本実施形態によれば、洗浄ノズル２０の噴射口２２の噴射位
置は、前後に変更可能である。そのため、使用者が適切な位置から前後に若干ずれた位置
に座ったとしても、噴射口２２の噴射位置を変更することにより、洗浄ノズル２０から噴
射された水を局部に確実に当てることができ、局部を良好に洗浄することができる。また
、個人差により、使用者は適切な位置から前後に若干ずれた位置に座った方が楽な場合も
あり得る。そのような場合でも、噴射位置をその使用者に応じた位置に変更することによ
り、局部の良好な洗浄が可能となる。
【００６８】
　図１に示すように、本実施形態に係る左右の肘掛け５０および５１の左右の最大間隔は
、３８ｃｍ以上５０ｃｍ以下である。左右の肘掛け５０および５１の左右の最大間隔を上
記範囲内にすることによって、肘掛け５０および５１に肘を置くことにより、体が中央に
位置するように使用者は誘導される。その結果、使用者は適切な位置に座ることを誘導さ
れ、洗浄に適した位置に局部が位置しやすくなる。
【００６９】
　本実施形態に係るポータブルトイレ１Ａによれば、便座３０の開口３２の後方に背もた
れ７０が配置されている。使用者が背もたれ７０にもたれることにより、使用者の前後位
置が適切な位置に保たれる。その結果、使用者の座る位置を適切な位置に誘導しやすくな
る。
【００７０】
　また、便座３０の開口３２の後方に設けられた他の便座４０に、使用者の臀部を支持す
る凹部４１が形成されている。このことにより、臀部が凹部４１上に位置するように座る
ことにより、使用者の位置が適切な位置に保たれる。その結果、使用者の座る位置を適切
な位置に誘導しやすくなる。
【００７１】
　以上、第１実施形態に係るポータブルトイレ１Ａについて説明した。なお、本発明に係
るポータブルトイレ１Ａは、本実施形態のポータブルトイレ１Ａに限らず、他に種々の形
態で実施することができる。次に、ポータブルトイレの他の実施形態について簡単に説明
する。
【００７２】
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　＜第２実施形態＞
　第１実施形態では、洗浄ノズル駆動機構１９は、洗浄ノズル２０を左右にスライドさせ
ることにより、洗浄ノズル２０の噴射口２２の噴射位置を左右に変更可能なように構成さ
れていた。しかし、本発明に係るポータブルトイレは、上記構成に限定されない。下記に
示すような第２実施形態の構成のポータブルトイレであってもよい。
【００７３】
　次に、第２実施形態について説明する。なお、第１実施形態と同様の構成箇所には同じ
符号を付し、その説明は適宜省略する。図１１は、第２実施形態に係るポータブルトイレ
１Ｂの便座３０と洗浄ノズル２０との関係を模式的に示した図である。
【００７４】
　本実施形態に係る洗浄ノズル２０は、第１実施形態と同様に、便座３０の上方から見て
前方に延びるように配置されている。そして、洗浄ノズル駆動機構１９は、洗浄ノズル２
０を洗浄ノズル２０の軸心まわりＤに回転させるように構成されている。具体的には、図
１１に示すように、洗浄ノズル２０の噴射口２２の噴射位置が、洗浄ノズル２０の軸心ま
わりＤの左右に、それぞれ所定の角度Ｄ１の範囲内で変更可能である。言い換えると、洗
浄ノズル２０の噴射口２２の噴射位置が、洗浄ノズル２０の軸心まわりＤの左右に角度Ｄ
２の範囲内で変更可能である。なお、例えば、角度Ｄ１は５度～１５度であり、角度Ｄ２
は１０度～３０度である。
【００７５】
　そして、使用者は、例えば、遠隔操作部８１または操作部８０等に設けられた図示しな
い噴射角度変更ボタンを通じて、制御部１００に対して噴射角度変更信号を送信する。そ
して、上記信号を受信した制御部１００は、上記噴射角度変更信号に基づいて、洗浄ノズ
ル駆動機構１９に対して噴射角度制御信号を送信する。上記信号を受信した洗浄ノズル駆
動機構１９は、洗浄ノズル２０の角度を変更することで、噴射口２２の噴射角度を変更す
る。
【００７６】
　以上のように、第２実施形態に係るポータブルトイレ１Ｂでは、洗浄ノズル駆動機構１
９は、洗浄ノズル２０を洗浄ノズル２０の軸心まわりに回転させるように構成されている
。このように、噴射位置を左右に変更する際に、洗浄ノズル２０が洗浄ノズル２０の軸心
まわりに回転するのみのため、本実施形態においても、噴射位置を変更する際に噴射口２
２の前後の位置は変化しない。したがって、局部に対する噴射位置の調整が容易となる。
【００７７】
　＜他の実施形態＞
　第１実施形態および第２実施形態では、図３に示すように、便座３０の開口３２は、円
弧状の前縁３３と、円弧状の後縁３４と、前縁３３の後端３３ｂと後縁３４の前端３４ｆ
とをつなぐ直線状の中間縁３５と、によって形成されていた。しかし、本発明に係るポー
タブルトイレにおける便座３０の開口３２の形状は、上記形状に限定されない。
【００７８】
　図１２は、他の実施形態に係る便座３０の平面図である。図１２に示すように、この実
施形態の便座３０の開口３２も、前縁３３と後縁３４と中間縁３５とから形成されている
。前縁３３および後縁３４の形状は、円弧状である。後縁３４の左右方向の最大間隔は、
前縁３３の左右方向の最大間隔より大きい。そして、前縁３３の後端と後縁３４の前端は
、中間縁３５によってつながっている。本実施形態では、中間縁３５は、便座３０の左右
の中央側に膨出した曲線状に形成されている。なお、前縁３３の曲率半径Ｒ１、後縁３４
の曲率半径Ｒ２、開口３２の左右の最大間隔Ｌ１、開口３２の前後方向の長さＬ２、およ
び中間縁３５と前縁３３との合計の前後方向の長さＬ３は、上述した実施形態と同様の寸
法である。
【００７９】
　この実施形態においても、使用者が便座３０の不適切な位置に座ると、座骨結節１５０
に対する負荷が大きくなり、適切な位置に座る場合に比べて不快となる。そのため、適切
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な位置に座り直すことが促され、用便前に適切な位置に座り直すことになる。よって、洗
浄に適した位置に局部が位置することになる。したがって、洗浄中に座り直す必要がなく
、要介護者等にとって負担なく局部を良好に洗浄できるようになる。その他についても、
前記各実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００８０】
　なお、前記各実施形態では、便座３０の後方に他の便座４０が設けられ、凹部４１は他
の便座４０の前部に形成されていた。しかし、他の便座４０の凹部４１と共に、あるいは
他の便座４０の凹部４１に代えて、臀部を支持する凹部を便座３０に形成するようにして
もよい。便座３０と他の便座４０とを一体化してもよい。
　この場合にも、上述した実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００８１】
　上述した各実施形態では、便座３０の左右の外縁は直線状であり、前縁は前方に膨らむ
曲線状であった。しかし、便座３０の左右の外縁は曲線状であってもよいし、前縁は直線
状であってもよい。
【００８２】
　上述した各実施形態では、洗浄ノズル２０は、前斜め下方に延びている。しかし、洗浄
ノズル２０は、前向きに水平に延びていてもよい。
【００８３】
　上述した各実施形態について、洗浄ノズル駆動機構１９は、連続して洗浄ノズル２０の
噴射口２２の噴射位置を変更する機能、いわゆる、連続洗浄機能を有していてもよい。図
１３は、洗浄ノズル駆動機構１９の連続洗浄機能の一例を表す図である。図１３の「○」
は、洗浄ノズル２０の噴射口２２の左右方向および前後方向の噴射位置を示している。図
１３の「→」は、洗浄ノズル２０の噴射口２２の移動方向を示している。例えば、図１３
（ａ）に示すように、洗浄ノズル駆動機構１９は、使用者の局部ならびに局部周辺を洗浄
するように、噴射口２２の噴射位置を連続的に変更するような機構にしてもよいし、図１
３（ｂ）に示すように、局部ならびに局部周辺の一部（例えば、局部の後方の一部）のみ
を洗浄するように、噴射口２２の噴射位置を連続的に変更するような機構にしてもよい。
また、図１３（ｃ）および（ｄ）に示すように、噴射口２２の噴射位置を前後方向に対し
て連続的に変更するような機構にしてもよい。また、この連続洗浄機能においては、噴射
位置の中心位置Ｐより離れる位置ほど、噴射口２２から噴射される水の勢いを弱めるよう
にしてもよい。
【００８４】
　制御部１００は、頻繁に使用する洗浄ノズル２０の噴射位置を記憶し、次回の局部洗浄
時には、その頻繁に使用する洗浄ノズル２０の噴射位置から局部の洗浄を開始するような
構成にしてもよい。
【符号の説明】
【００８５】
　１Ａ、１Ｂ、１Ｃ　ポータブルトイレ
　１９　洗浄ノズル駆動機構
　２０　洗浄ノズル
　２２　噴射口
　３０　便座
　３２　開口
　５０、５１　肘掛け
　７０　背もたれ
１００　制御部
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